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 ただ今から、産業厚生常任委員会の委員長報告を行います。 

令和４年６月９日午前１０時００分から美浜町議会全員協議会室で、委員７

名の出席のもとに本委員会を開催し、５月３１日に本委員会に付託されました

議案１件と請願１件についての協議を行いました。 

 当日は説明のため町長、副町長、総務課長、健康福祉課長及び課長補佐

の出席を求め、職務執行のため議会事務局長を出席させました。 

はじめに 議案の説明は、去る５月３１日に行われた全員協議会において、

理事者から詳細説明を受けておりますのでただちに質疑から入りました。 

 以下、本委員会で審査された主な点について申し上げます。 

 

（１）議案第５０号 美浜町介護保険条例の一部を改正する条例の制定   

について 

質疑：新型コロナウイルス感染症の影響によって事業収入等の減少が見込まれ

る第１号被保険者の介護保険料の減免の対象期間を延長するもので、こ

れには賛成するが、減免措置に対する国からの財政支援はどれだけの割

合になるのか。 

回答：財政支援の対象となる保険料の取り扱いについては、本町の場合、６５

歳以上の方。町の第１号保険料の賦課総額に対し、第１号保険料の減免

見込額の占める割合が１．５パーセント未満である場合に該当するため、

減免総額の１０分の４相当額が特別調整交付金として入る予定である。    

昨年度については、１年前の同時期には、１０分の４のみとしていた

が、昨年１２月に、残りの１０分の６についても、介護保険災害等臨時

特例補助金が入るよう変更となっており、令和３年度は１０分の１０相

当額が財政支援されている。 

質疑：事業収入等の減少がどれくらいになると減免になるのか。  

回答：事業収入等の中には、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入があ

るが、いずれかの収入の減少額が前年の当該事業収入等の額の１０分の

３以上であることと、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前

年の所得の合計額が４００万円以下である場合に該当する。減免割合は

その前年の合計所得金額が２１０万円以下は、１０分の１０、２１０万

円を超える場合には１０分の８となる。 

質疑：町では、この減免対象者は何人いるのか。 

回答：令和２年度は１５名、令和３年度については９名が対象となった。 
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以上の審査を終え、委員会採決を行いました結果を報告いたします。 

（１）議案第５０号 美浜町介護保険条例の一部を改正する条例の制定   

について 

は、全員賛成をもって承認することに決しました。 

 

 

続いて、請願について、協議がなされました。 

 

請願第１号 保育所等の最低基準（職員配置・設備の面積基準）と、保育士の

処遇の抜本的な改善を求める意見書の提出を求める請願書 

 

はじめに、紹介議員の河本猛議員から請願の説明を受けました。 

また、請願者団体である「よりよい保育を！福井県実行委員会」の橋詰喜代

枝氏から補足説明を受け、質疑に入りました。質疑終了の後、請願について協

議を行いました。 

 

以下、本委員会で審査された主な点について申し上げます。 

 

意見：自治体の努力で手厚い公的保育を実現している美浜町でも、保育士のな

り手不足や正規職員での保育士の確保という課題は存在している。 

国が財源を確保して、保育所等の最低基準と保育士の処遇の抜本的な改

善を図れば、美浜町のように自治体が独自に負担してきた部分が緩和され

ることになる。 

負担軽減を受けた部分をさらなる保育施策の充実に充てれば、町民にと

っても未来を担う美浜の子どもたちにとっても利益になる。 

全国の保育士が美浜の保育施策に注目し、子育て環境に魅力を感じる町

であって欲しい。 

国の配置基準よりも手厚い保育を実現している美浜町の議会から、国に

意見書を提出することで、町民だけではなく、他市町からも評価される議 

会になるのではないかと考える。 

請願を採択し、意見書を提出するべきだ。 

意見：少子高齢化の問題で、少子化の流れは、子育て環境が悪いと改善しない。

この保育制度の充実を実現してもらいたい。 

意見：今回の意見書については、日本の保育制度を変えていく形であり賛成す

る。 

 

 以上の審査を終え、委員会採決を行いました結果を報告いたします。 
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請願第１号 保育所等の最低基準（職員配置・設備の面積基準）と、保育士の

処遇の抜本的な改善を求める意見書の提出を求める請願書 

は全員賛成をもって採択することに決しました。 

 

上記のとおり審査を終了し、午前１１時１４分本委員会を閉会いたしました。 

以上をもって、産業厚生常任委員会の委員長報告を終わります。 

 

 


